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はじめに 
 
 

電機、電子、情報通信分野は、自動車業界をはじめ多くの産業分野に部品・デバ

イス・モジュール・セット品、またこれらにかかわるソフトウェアなどを広く提供

しており、これらの産業分野に大きな影響を与える基幹となる産業分野といえます。

これらの部品等の製造等に関し、そのサプライチェーンは今や国内に限らず広くグ

ローバルに多岐にわたり、供給関係にあると同時に、ときに相互に部品・セット品

を共有することで競争関係となる場合もあるなど、複雑に輻輳しています。 
現在の変化の激しい事業環境において、事業者は消費者・顧客満足に応えるため

に、その最高峰の技術と最善の努力を結実し、機能・品質の向上とコストダウンへ

の不断の努力を続けていくことが要請されます。そして、その厳しい競争に勝ち残

るためには、下請取引先をはじめとする事業パートナーとは、共存共栄を前提とし

た WIN-WIN 関係にあり、相互に切磋琢磨する緊密なパートナー関係を構築してい

く必要があります。複雑な取引関係にあればこそ、その相互の関係構築の真価が問

われることになります。そこでは不公正な取引環境はもはや入り込む余地はないも

のと言えます。 
本マニュアルは、昭和６０年の初版発行以降、四半世紀以上にわたる当協会にお

ける下請法運用の研究成果を集大成したものです。事業活動において実際に直面す

る具体的な事象に即して、実務家の立場で下請法の見解を明らかにし、下請取引に

おける公正な取引の確保へ貢献しようとするものです。 
電機、電子、情報通信分野はもとより多くの産業分野において、法令を守り品質・

性能の優れた製品を提供する、この当たり前のことが当たり前のように実践される

こと、更にはこれにより、多くの産業分野において事業者が社会の公器としての社

会的責任を果たし、産業界全体が更なる発展を遂げること、本書がその一助になる

ことを強く希望し、期待しています。 
 
 

    平成３０年３月 
 一般社団法人 電子情報技術産業協会 

資材管理専門委員会 
           平成２９年度主査 岸 本 雅 弘 



iv 

本書のご利用にあたって 

 

１．作成の経緯 

昭和６０年に当協会（一般社団法人 電子情報技術産業協会（以下「ＪＥＩＴＡ」と略称しま

す））の前身である社団法人 日本電子機械工業会の資材管理分科会により初版
．．

の「下請法遵守マ

ニュアル」が執筆され、その後、追補版
．．．

、改訂版
．．．

、運用基準見直し
．．．．．．．

マニュアル、三訂版
．．．

、四訂版
．．．

として版を重ねております。 

平成１５年の改正で新たに下請法の適用対象とされた情報成果物作成委託、役務提供委託につ

いて、改正直後においては実務運用が必ずしも明確ではなかったため解説が十分でないこと、そ

の後の実務運用の中で新たな疑問点が浮かび上がり、それらに対する解釈･運用が明確化したこ

と、及び平成１９年に経済産業省が公開した「業界別下請取引適正化ガイドライン（情報通信機

器産業）」の策定過程における成果を踏まえ、四訂版を発行いたしました。 

平成２８年１２月公正取引委員会及び中小企業庁は、法令の運用強化のため、「下請代金支払

遅延等防止法に関する運用基準」、「下請中小企業振興法第３条第１項の規定に基づく振興基準」、

「下請代金の支払手段について」の改正等を行いました。それに伴い経済産業省では「情報通信

機器産業における下請適正取引等推進のためのガイドライン」の改訂、当協会では「未来志向型

の取引慣行」実現に向けた適正取引推進のための「適正取引の推進とパートナーとの価値協創に

向けた自主行動計画」を策定しました。このたび、それらの改訂内容や新たな行動計画を反映さ

せた五訂版の出版に至りました。 

 

２．本書の構成 

 序説 ：下請取引のあり方 

「下請法がいかなる法律であるか」 そのこころ
．．．

と性格を、民法・商法が定める取引秩

序とのかかわりにおいて解説しています。 

第１部：下請法の条文解説と留意事項 

下請法の目的、法条文、下請法施行令、第３条及び第５条にかかわる公正取引委員会規

則等について解説を行っています。 

 第２部：Ｑ＆Ａ 及び ベストプラクティス事例 

会員各社が実務のなかでその社内で質問を受けたり、取り扱ったりした２００件以上に

およぶ豊富な事例について解説を行っています。 

 第３部：下請代金支払遅延等防止法 遵守のための取組事例 

当委員会 １６社(グループ)における公正な取引・下請法遵守のための取組内容につい

て紹介しています。また、代表的な取組事例について紹介しました。 

参考資料：下請法等関係する法令等について（一部は抄）、掲載しています。 
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３．凡例 

本書では次の例によります。 

（１）法令等 

・「独占禁止法」又は「独禁法」 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

昭和 22 年 4 月 14 日 法律第 54 号 

最終改正：平成 29 年 6 月 16 日 法律第 60 号 

・「下請法」 

下請代金支払遅延等防止法 

昭和 31 年 6 月 1 日 法律第 120 号 

最終改正：平成 21 年 6 月 10 日 法律第 51 号 

・「下請法施行令」又は単に「施行令」 

下請代金支払遅延等防止法施行令 

平成 13 年 1 月 4 日 政令第 5号 

最終改正：平成 15 年 10 月 3 日 政令第 452 号 

・「３条規則」 

下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則 

平成 15 年 12 月 11 日 公正取引委員会規則第 7号 

最終改正：平成 21 年 6 月 19 日 公正取引委員会規則第 3号 

・「５条規則」 

下請代金支払遅延等防止法第五条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則 

平成 15 年 12 月 11 日 公正取引委員会規則第 8号 

最終改正：平成 21 年 6 月 19 日 公正取引委員会規則第 4号 

・「運用基準」 

下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 

平成 15 年 12 月 11 日 公正取引委員会事務総長通達第 18 号 

最終改正：平成 28 年 12 月 14 日 公正取引委員会事務総長通達第 15 号 

・「振興法」 

下請中小企業振興法 

昭和 45 年 12 月 26 日 法律第 145 号 

最終改正：平成 27 年 5 月 27 日 法律第 29 号 

・「振興基準」 

下請中小企業振興法第３条第１項の規定に基づく振興基準 

昭和 46 年 3 月 12 日 通商産業省告示第 82 号 

最終改正：平成 28 年 12 月 14 日 経済産業省告示第 290 号 

（２）第２部Ｑ＆Ａにおける質問者、取引内容 

 特に断りがない場合は、質問者は資本金基準を満たした「親事業者」の立場にあるものと

します。また、対象としている取引の内容についても、特に断りがない場合は、製造委託、修

理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のいずれか一以上に該当しているものとします。 

４．ご注意 

本書の内容については十分な検討を行い、関係官庁の運用基準、指導等を反映したものとなる

ように正確性を期しておりますが、あくまで業界におけるマニュアルであり、行政当局・司法

機関の実際の指導内容・処罰内容を保証するものではありません。また、当局の法解釈・運用

が変化していくこともありえますので、この点ご留意ください。 
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